
福島市告示第 １６８ 号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可した蓬莱町

東第三町会（平成１５年６月３０日告示第１０１号）から、同条第１１項の規定による届出（告示

された事項に変更があった旨の届出）があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

                                                                         

令和６年４月２５日 

                                                   

                                福島市長 木 幡  浩 

 

 

 １ 主たる事務所所在地 

     福島市蓬莱町七丁目 9-11 

 

  ２ 代表者の氏名及び住所 

     氏名 氏家 秀孝 

     住所 福島市蓬莱町七丁目 9-11 

 

 

 

 

 

 


